
5　　広報 YOSHINO

お
い
て
補
助
犬
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
方

・
障
が
い
者
支
援
施
設
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る

施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
な
い
方

・
自
己
の
所
有
に
係
る
屋
外
以
外
の
家
屋
に
居

住
さ
れ
る
方
に
お
い
て
は
、
そ
の
家
屋
の
所

有
者
又
は
管
理
者
か
ら
補
助
犬
の
飼
育
に
つ

い
て
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
方

（
盲
導
犬
）　
視
覚
障
害
１
級

（
介
助
犬
）　
肢
体
不
自
由
１
級
又
は
２
級

（
聴
導
犬
）　
聴
覚
障
害
２
級

◆
締
切
日　
６
月
3
日
㈬

問
長
寿
福
祉
課　

(

NTT)

…
℡(

32)

８
８
５
６

　

(

IP)

…
℡(

39)

９
０
７
８　
FAX(

32)

４
６
９
０

｢

見
守
り
あ
ん
し
ん
シ
ー
ル｣

を 

交
付
し
ま
す

◆
見
守
り
あ
ん
し
ん
シ
ー
ル
の
特
徴

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
つ
い
た
シ
ー
ル
を
衣
服
等
に

貼
り
付
け
て
お
く
こ
と
で
、
万
が
一
、
行
方
不

明
と
な
り
、
発
見
・
保
護
さ
れ
た
場
合
は
、
発

見
者
が
現
在
の
居
場
所
等
を
入
力
す
る
と
保
護

者
あ
て
に
メ
ー
ル
が
自
動
送
信
さ
れ
ま
す
。
発

見
者
と
保
護
者
の
双
方
で
直
接
や
り
取
り
が
で

き
る
た
め
、
保
護
者
は
24
時
間
３
６
５
日
い
つ

で
も
素
早
く
高
齢
者
を
迎
え
に
行
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
発
見
者
と
保
護
者
は
伝
言
板

機
能
を
使
っ
て
連
絡
す
る
た
め
、
お
互
い
の
個

人
情
報
に
は
触
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
対
象
者　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
高
齢
者
等

(

認
知
症
等
が
原
因
で
行
方
不
明
と
な
る
可
能

性
の
あ
る
方
、
そ
の
他
）

◆
申
請
で
き
る
方　
ご
本
人
、
対
象
者
の
親
族

又
は
後
見
人
・
保
佐
人(

身
分
を
証
明
で
き
る

も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

問
吉
野
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー(

長
寿
福
祉 

　
課
内
）(

NTT)

…
℡(

32)

８
８
５
６

　

(

IP)

…
℡(

39)

９
０
７
８

身
体
障
害
者
相
談
員
・ 

知
的
障
害
者
相
談
員
の
ご
紹
介

身
体
障
害
や
知
的
障
害
の
あ
る
方
の
福
祉
の
増

進
の
た
め
、
４
月
７
日
、
お
二
人
が
町
長
か
ら

相
談
員
の
委
託
を
受
け
ま
し
た
。　

相
談
員
は

民
間
の
協
力

者
と
し
て
、

当
事
者
や
家

族
の
立
場
か

ら
身
近
な
地

域
で
の
相
談

や
関
係
機
関

と
の
連
絡
調

整
、
障
害
福
祉
に
関
す
る
啓
発
な
ど
の
活
動
を

行
い
ま
す
。
相
談
内
容
な
ど
個
人
情
報
に
つ
い

て
は
十
分
配
慮
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

身
体
障
害
者
相
談
員

　
川
上
暢
造
さ
ん
（
上
市
）
℡(

32)

２
４
２
９

知
的
障
害
者
相
談
員

　
山
本
悦
子
さ
ん
（
上
市
）
℡(

32)

２
７
４
１

相
　
談

６
月
１
日
は｢

人
権
擁
護
委
員
の
日｣

吉
野
町
の
人
権
擁
護
委
員
の
方
々
が
住
民
の
皆

さ
ん
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
島
田 

勲(

吉
野
山)　
山
本
淑
子(

喜
佐
谷) 

　
坂
本
朱
美( 

柳 )　
佐
々
木
弘
之(

上
市)　

 

　
西
林
正
文(

西
谷)　
昆
布
伴
子(

窪
垣
内)

︻
敬
称
略
】

法
務
局
に
お
け
る
常
設
相
談
所

　
全
国
統
一
電
話
番
号
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
℡
０
５
７
０(

０
０
３)

１
１
０

21
世
紀
が
人
権
の
世
紀
で
あ
る
こ
と
を
思
い
返

し
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
認
識

し
、
お
互
い
に
違
い
を
認
め
あ
う
心
を
育
み
、

人
権
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
を
未
来
に
つ
な
げ

て
い
く
取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

各
種
相
談
窓
口
（
無
料
・
秘
密
厳
守
）

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
市
出
張
相
談

　
６
月
５
日
㈮·

19
日
㈮　
14
時
～
16
時

　
吉
野
町
役
場
１
階 

第
１
相
談
室
に
て

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
市 

℡
０
７
４
７(

52)

３
８
６
７

◆
心
配
ご
と
・
人
権
・
行
政
相
談

　
６
月
18
日
㈭　
13
時
～
16
時

　
吉
野
町
社
会
福
祉
協
議
会 

相
談
室
に
て

問
吉
野
町
社
会
福
祉
協
議
会 

℡(

32)

８
９
７
８

◆
無
料
法
律
相
談
（
要
予
約
）

　
６
月
16
日
㈫　
13
時
～
16
時

　
大
淀
町
役
場
人
権
住
民
課
に
て

　
大
淀
町
役
場
人
権
住
民
課

　
℡
０
７
４
７(

52)

５
５
０
１

◆
中
南
和
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
要
予
約
）

　
６
月
18
日
㈭　
13
時
～
16
時

　
天
川
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
に
て

　
奈
良
弁
護
士
会·

中
南
和
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　
℡
０
７
４
２(

22)

２
０
３
５

◆
６
月
消
費
生
活
相
談
窓
口

　
６
月
４
日·

11
日·

18
日·

25
日　
13
時
～
16
時

　
川
上
村
役
場
住
民
福
祉
課
に
て

　
℡(

52)

０
１
１
１

◆
行
政
書
士
に
よ
る·

相
続·

遺
言
手
続·

空
き
家　

 

　
解
決
相
談

　
６
月
９
日
㈫·

23
日
㈫　
13
時
30
分
～
16
時

　
吉
野
町
中
央
公
民
館
に
て

　
行
政
書
士 

森
田
定
和

　
℡
０
７
４
５(

65)

１
６
９
９

　
行
政
書
士 

松
塚
百
合
恵

　
℡
０
７
４
４(

22)

１
８
８
６

か
わ
か
み
の
ぶ
ぞ
う

や
ま
も
と
え
つ
こ

※衣服や持ち物等にこのシールを
貼っている方を見かけられたと
きは、スマートフォン等でQR
コードを読み取っていただくよ
う、ご協力をお願いいたします。

詳しくは吉野町ＨＰ
をご覧ください。→

川上さん　　　　山本さん


